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通 所 介 護 

 

 この通所介護重要事項説明書は、ご利用者が、通所介護を受けられるに際し、予

めご利用者やそのご家族に対し、当事業所の運営規程の概要や従事者などの勤務体

制、その他のご利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記したも

のです。ご利用者にこの文書を交付して、ご説明申しあげることは、事業者の義務

として法令上規定されております。 

 

◇当社が提供するサービスについての相談窓口は◇ 

 

 

 

 

 

【１】 事業の目的 

 この事業は、社会福祉法人うねび会が開設するデイサービス事業所が行う指

定通所介護・指定介護予防通所介護の事業の適正な運営を確保するために人員

及び管理運営に関する事項を定め、当事業所では介護の状態にある高齢者に対

し、ひとりひとりゆっくりと穏やかに生活していただけるよう適正な通所介

護・介護予防通所介護を提供することを目的とする。 

 

【２】 運営方針 

①「尽道楽生」～ゆっくり、楽しく、ご一緒に～の理念のもと「笑い」と「穏

やかな生活」を常に求め、ひとりひとりの尊厳を大切にしてお世話をさせて

いただきます。 

② 家庭的な環境のもとで日常生活上のお世話及び生活リハビリテーションを

行い、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助

を行います。 

③ 健康維持のため健康管理に努め、協力医療機関との連携を密にします。 

④ 自然との触れ合いを大切にします。 

⑤ 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めます。 

重要事項説明書 

電話番号  ０１２０－５０８－０８５ 

担当窓口  社会福祉法人 うねび会 

苦情・相談受付窓口 

電話番号  ０７４４－２３－６１００ 

担 当 者  久保田 秀哉 



[ｳ-ﾃﾞ 08] 

20260601 

 2 

【３】 事業所の概要 

事業所の名称 ぽれぽれ八木西スクエア 

指定事業所番号 ２９７０５０２５０２ 

事業所の所在地 
〒６３４－０８１１ 

奈良県橿原市小綱町１１－７ 

管理者 久保田 秀哉 

電話番号 ０７４４－２３―６１００ 

ＦＡＸ番号 ０７４４－２３－６１１１ 

 

【４】 施設の概要 

建 物 
構造 木造２階建 

床面積 187.14㎡（DS部分） 

利用定員 ３５名（介護給付者を含む） 

  設 備  食 堂  １室 

 

 

 浴 室  １室（２浴槽） 

 便 所  ４カ所 

 機能訓練室  １室（食堂兼） 

 静養室  １室 

 事務室  １室 

 相談室  １室 

 台 所  １室 

 

【５】 営業日時 

営業日 
月曜日から土曜日まで 

ただし、年末年始（12月31日から1月2日）を除きます。 

営業時間 午前８時から午後５時30分まで 

サービス 

提供時間 

午前９時から午後４時１５分まで 

なお、延長のご利用についてはご相談下さい 

 

【６】 職員体制（主たる職員） 

 常勤 非常勤 
合計 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者  1   1 

相談員  2   2 
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看護師   1 1 2 

機能訓練指導員 1  1  2 

介護福祉士  2 1 1 4  

２級、初任者研修、実

務者研修修了者 
4    4 

事務員   2  2 

職務内容 

（１）管理者（兼務）  

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自

らも指定通所 介護・総合事業通所型サービスの提供に当たる。  

（２） 従業者  生活相談員 看護職員 介護職 機能訓練指導員  

従業者は指定通所介護・総合事業通所型サービスの提供に当たる。 

 

【７】 サービスの内容 

(1) 提供時間 ９：００～１６：１５ 

なお、延長のご利用についてはご相談下さい。 

(2) 送 迎 橿原市、御所市、大和高田市、葛城市、桜井市、田原本町、広陵町、

高取町、明日香村 

(3) 食 事 温かい食事を提供します。 

家庭的な食事を召し上がっていただきます。 

(4) 入 浴 自宅での入浴を含め、入浴動作、更衣動作の維持・向上を目指しま

す。入浴が困難な方はシャワー浴やリフトを使って入浴していただ

きます。 

(5) 生活リハビリ 行事・レクリエーションを楽しみながら機能回復を目指します。 

(6) 行事・レクリ

エーション 

ドライブや散歩で自然に触れていただきます。 

趣味・娯楽等で楽しんでいただきます。 

(7) 健康管理 入浴・外出（ドライブ・散歩）前のバイタルチェック実施。 

緊急等必要な場合は、協力医療機関へ受診させていただきます。 

 

(8) 協力医療機関 

① 笠原内科医院     橿原市白橿町２－３１－１２ 

             ０７４４－２７－００８３ 

②  平成記念病院     橿原市四条町８２７ 

              ０７４４－２９－３３００ 

③  せいじ歯科医院    橿原市西池尻町３４０－３ 

              ０７４４－２８－５８１７ 

④  平尾病院       橿原市兵部町６－２８ 
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              ０７４４－２４－４７００ 

⑤  中井記念病院     大和高田市根成柿１５１－１ 

              ０７４５－２１－１１００ 

⑥  みなみ医院      橿原市見瀬町１１－１ 

              ０７４４－２７－１１１５ 

(9) 相談及び援助 ご利用者及びそのご家族から福祉、医療、保険等の相談についても

誠意をもって応じ、可能な限り援助を行うように努めます。 

 

【８】 利用料 

    ご利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであ

り、ご利用者からお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割

合証に応じた基本利用料の１割又は２割、３割の額です。ただし、介護保険

の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担い

ただきます。 

（１） サービス利用料 

［基本報酬］1割負担の場合 

 

 
区分 単位 自己負担額 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６５８／日 ６６７／日 

要介護２ ７７７／日 ７８８／日 

要介護３ ９００／日 ９１３／日 

要介護４ １，０２３／日 １，０３７／日 

要介護５ １，１４８／日 １，１６４／日 

［加算］ 

加算名 単位 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０／日 

入浴介助加算（Ⅱ） ５５／日 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６／日 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ７６／日 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０／月 

ADL維持等加算（Ⅰ） ３０／月 

ADL維持等加算（Ⅱ） ６０／月 
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口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０／回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５／回 

口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０／月（２回まで） 

口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０／月（２回まで） 

科学的介護推進体制加算 ４０／月 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８／回 

＊ 上記利用は地域加算（１，０１４／１，０００）を乗じた額になります。 

＊ 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ（所定単位数の１２.０％）を算定します。 

＊ 延長ご希望の方はご相談下さい。 

 

（２）実費 

                             

 利用料金 

昼食費 １，０００円 

教養娯楽費 ３００円 

おむつ代 

尿とりパット ５０円 

フラット ７０円 

パンツタイプ １３０円 

テープタイプ １７０円 

給付対象外利用基本料（１時間） １，５００円 

＊実施地域外の送迎についてはご相談下さい。 

＊上記の他、外食・喫茶・入場料・駐車料等は実費をいただきます。 

 

【９】 サービスの中止 

お客様の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をいただきます。 

留守番電話で２４時間受け付けています。 

電話番号：０７４４‐２３‐６１００ 

①ご利用日の前日午後５時までにご連絡をいただいた場合 無 料 

②ご利用日の当日午前８時までにご連絡いただいた場合 
５００円 

（非課税） 

③ご利用日の当日午前８時までにご連絡がなかった場合 
１，０００円 

（非課税） 
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お問い合わせ 

利用申し込み 

健康診断書 

面   談 

ご利用開始 

ご 契 約 

【10】 ご利用料の支払い方法 

   利用料（利用者負担金）は、毎月、１０日前後に前月分のご請求をさせてい

ただきます。 

① 南都銀行の自動引き落としとさせていただきます。どちらの支店でも結構

です。 

所定の用紙を別途お渡しします。毎月１８日（金融機関休業日の場合は翌営業

日）に自動引落させていただきます。 

②やむを得ない事情がある方のみ下記へ２０日迄にお振込み下さい。 

振込先：南都銀行 神宮前支店 普通預金 口座番号２０７８４２７ 

口座名義人 社会福祉法人うねび会 理事 酒井宏和  

 

なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払

いを受けた後、翌月１０日前後に送付します。 

 

【11】 サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

 

     お電話でご相談 

 利用申込書をご提出 

 ご利用者の健康診断書をご提出 

  ご利用者に面談 

 契約書に署名・捺印 

 サービスの提供を開始 

 

（２） サービスの終了 

○ ご利用者からサービスを終了する場合 

① サービス終了を希望する日の１カ月前までに文書でお申し出下さい。 

② 次の場合、ご利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービス

を終了することができます。 

・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

・ 守秘義務に反した場合 

・ ご利用者またはご家族などに社会通念を逸脱する行為を行った場合 

・ 当社が破産した場合 

 

○ 当社からサービスを終了する場合 
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やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がご

ざいます。その場合は、終了１カ月前までに文書で通知いたします。 

・ ご利用者がサービス利用料金の支払いを３カ月以上遅延し、料金を支払

うよう催告したにもかかわらず１週間以内に支払われない場合 

・ ご利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合 

・ ご利用者が入院もしくは病気等により、３カ月以上にわたってサービス

が利用できない状態が明らかになった場合 

・ ご利用者またはご家族の方等が事業所やその従業員に対して本契約を継

続し難いほどの背信行為を行った場合 

 

○ 自動的に終了する場合 

・ ご利用者が介護福祉施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非

該当（自立等）と認定された場合 

但し、条件を変更して再度ご契約可能な場合がありますのでご相談下さい。 

・ ご利用者がお亡くなりになった場合 

 

【12】 緊急時の対応方法 

サービスの提供中にご利用者の容態の変化などがあった場合は、事前の打ち合

わせに従って、ご家族、主治医、救急隊、協力医療機関、居宅介護支援事業者

などに連絡いたします。 

 

【13】 事故発生時の対応方法について 

サービスの提供により事故が発生した場合には、応急処置や医療機関への連絡

等の必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族に連絡を行います。また、必

要に応じて市町村に報告します。 
 

【14】 虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次

の措置を講ずるものとする。  

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図る   

（２）虐待防止のための指針の整備  

（３）従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施  
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（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

【15】 業務継続計画の策定等 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策

定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

 

【16】 ご相談窓口 

下記にご連絡いただければ要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

・ （福）うねび会苦情・相談受付窓口 ： ０１２０－５０８－０８５ 

・ 奈良県国民健康保険団体連合会   ： ０１２０－２１－６８９９ 

・ 橿原市福祉部長寿介護課      ： ０７４４－２２－８１０８ 

・ 奈良県運営適正化委員会      ： ０７４４－２９－１２１２ 

 

【17】 相談・苦情申立の第三者委員 

氏名    ： 阪本 清三 

所在地   ： 奈良県橿原市白橿町６丁目１８－２ 

電話番号  ： ０７４４－２７－５９９３ 

氏名    ： 廣野 隆信 

所在地   ： 奈良県大和郡山市九条町３１０－１ 

電話番号  ： ０７４３－５５－０６００ 

 

【18】 非常災害対策 

非常時対応 ： ぽれぽれ八木西スクエア消防計画により対応を行います。 

防火責任者 ： 久保田 秀哉 

防火訓練  ： 年２回 防火訓練を行います。 

 

【19】 ご利用の際に留意いただく事項 

医療機関の受診 原則的には、事前にお聞きしたかかりつけ医での受診をさ

せていただきます。 

状況によってはご本人・ご家族に相談の状態の専門に受診

させていただくこともあります。 

居室・設備・器具 居室・設備・器具は本来の用法にしたがってご利用下さい。

これに反したご利用で万が一破損した場合、賠償していた

だくことがあります。 
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迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

所持品の管理 当事業所にて管理させていただきます。従って、所持品全

てにお名前をご記入下さい。 

貴重品の管理 紛失等考えられますので持ち込まないようお願いします。 

宗教・政治活動 他の利用者への活動はご遠慮下さい。 

動物の持ち込み 施設内のペットの持ち込みはお断りします。 

ボランティア・実

習生の受入れ 

アクティビティにボランティアが参加することがありま

す。また、外部実習生を受入れることがあります。 

成年後見制度 必要に応じて説明させていただきます。 

 

【20】 サービスの第三者評価の実施状況について 

事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点か

ら評価を行っています。 

【実施の有無】 有り 

【実施した直近の年月日】 令和６年８月２６日 

【第三者評価機関名】 BSIグループジャパン（株） 

【評価結果の開示状況】 無し 
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通所介護の提供開始にあたり、ご利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説

明しました。 

 

        年    月    日 

 

事業者   住所    橿原市北越智町３２２番地      

       

事業者名  社会福祉法人  うねび会    印 

 

説明者   事業所名  ぽれぽれ八木西スクエア            

       

説明者氏名                印 

                   

 

私は、契約書および本書面により、事業者から通所介護についての重要事項の説 

明を受けました。 

 

契約者 

   住所                     

       

氏名                  印 

 

  

署名代行者  住所                                       

身元引受人    

         家族代表           

氏名                   印 

続柄(     ) 


